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（
総
務
委
員
会
）

（

）

郵
便
法
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

閣
法
第
六
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
郵
便
・
信
書
便
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
郵
便
及
び
信
書
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
手

続
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
特
定
信
書
便
役
務
の
範
囲
を
拡
大
し
、
特
定
信
書
便
役
務
に
係
る
信
書
便
約
款
の
認
可
手
続
を
簡

素
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
手
続
に
関
し
、
郵
便
事
業
の
収
入
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
な
料
金
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め

る
料
金
に
つ
い
て
、
事
前
届
出
制
を
改
め
、
事
後
届
出
制
と
す
る
と
と
も
に
、
一
般
信
書
便
役
務
に
関
す
る
料
金
の
届
出
手

続
に
関
し
、
併
せ
て
手
続
の
緩
和
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
特
定
信
書
便
役
務
の
範
囲
に
関
し
、
大
き
さ
及
び
料
金
の
要
件
を
見
直
し
、
長
さ
、
幅
及
び
厚
さ
の
合
計
が
七
十
三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
信
書
便
物
を
送
達
す
る
信
書
便
の
役
務
及
び
そ
の
料
金
の
額
が
八
百
円
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
信
書
便
の
役
務
を
特
定
信
書
便
役
務
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
総
務
大
臣
が
標
準
信
書
便
約
款
を
定
め
て
公
示
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
信
書
便
事
業
者
が
、
標
準
信
書
便
約
款
と
同
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一
の
信
書
便
約
款
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
信
書
便
約
款
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す

こ
と
に
よ
り
、
特
定
信
書
便
役
務
に
係
る
信
書
便
約
款
の
認
可
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


